
横浜国立大学研究推機構機器分析評価センターの機器利用に関する約款の一部を改正する

規則（案）について 

１、改正理由 

利用実態の運用に合わせて文言等を整理するための改正。 

２、改正の主なポイント 

（１）最近改定日を追記（前文） 

（２）機器管理者、利用者等の文言を整理したこと。（第 3条他関係） 

（３）対価についての条項を整理したこと。（第 7条関係） 

（４）秘密保持情報について整理したこと。（第 8条関係） 

（５）約款の有効期限を無くし随時改定としたこと。（第 14条関係） 



横浜国立大学研究推機構機器分析評価センターの機器利用に関する約款 新旧対照表 

新 旧 補足 

制定：令和5年4月1日 

最近改定：令和7年4月1日 

制定：令和5年4月1日 最近改正日を追

記 

（契約の範囲） 

第１条 本約款の各条項は、機器を使用した測定・分析・試

験等から得られた加工品等の物品並びにデータ及び報告書等

の書面又は電磁記録を取得すること（以下「機器利用」とい

う。）を対象とする。また、機器利用に伴う技術相談及び技

術指導の関連業務については、機器利用の範囲に含めるもの

とする。 

（利用の範囲） 

第１条 本約款の各条項は、機器を使用した測定・分析・試

験等から得られた加工品等の物品並びにデータ及び報告書等

の書面又は電磁記録を取得すること（以下「機器利用」とい

う。）を対象とする。 

技術相談、技術

指導を追記 

（契約の成立） 

第２条 機器利用に関する契約は、乙が本約款に定める事項

を許諾のうえ、甲が指定する機器分析評価センター機器利用

申請書（学外用）（以下「申請書」という。）により申請を

行い、機器分析評価センター長(以下「センター長」とい

う。) が承諾したときに成立するものとする。 

２ 甲は、申請書の記載事項に基づき、乙に所属する者を利

用者として登録するものとし、その利用者は申請した利用開

始日の当該年度末まで機器利用の資格を有するものとする。 

３ 機器利用の資格満了後の更新は期限日の 30日前から受

付できるものとし、該当翌年度の契約成立に適用するものと

する。 

４ 申請書の記載事項については、契約の成否にかかわらず

第８条の規定を適用するものとする。 

（契約の成立） 

第２条 機器利用に関する契約は、乙が本約款に定める事項

を許諾のうえ、甲が指定する機器分析評価センター機器利用

申請書（学外用）（以下「申請書」という。）により申請を

行い、機器分析評価センター長(以下「センター長」とい

う。) が承諾したときに成立するものとする。甲は、該当す

る利用希望者を学外利用者として登録するものとする。申請

書の記載事項については、契約の成否にかかわらず第８条の

規定を適用するものとする。 

学外利用者を上

部規則であるセ

ンター利用細則

の第６条(4)に

相当する「利用

者」と同一用語

に改正 

機器利用の資格

期限とその更新

手続きについて

追記 



  

(機器利用の形態) 

第３条 甲は、利用者に対して機器利用を支援するため、各

機器を担当する機器管理者を本約款で定める業務に当たらせ

るものとする。 

２ 機器管理者は、利用者自らが申請書に記載する機器を利

用してデータ等を取得する形態（以下「自己測定」とい

う。）及び甲の機器管理者が機器を操作してデータ等を提供

する形態（以下「依頼測定」という。）として、その業務に

対応するものとする。 

(機器利用の形態) 

第３条 甲は、学外利用者に対して機器利用を支援するた

め、各機器に必要な担当者（以下「学外利用担当者」とい

う。）を割り当て、業務に当たらせるものとする。 

２ 学外利用担当者は、学外利用者自らが申請書に記載する

機器を利用してデータ等を取得する形態（以下「自己測定」

という。）、及び甲の学外利用担当者が機器を操作してデー

タ等を提供する形態（以下「依頼測定」という。）として、

その業務に対応するものとする。 

 

上部規則である

センター利用細

則第 3条で定め

る「機器管理

者」を約款でも

適用させるよう

整理 

（以下同様） 

（自己測定の利用条件） 

第４条 自己測定を希望する利用者は、機器管理者が機器ご

とに実施する講習会又は利用資格試験の少なくとも一方を自

ら受講し、機器管理者から利用許諾を受けるものとする。 

 

２ 利用者が自己測定を遂行するにあたっては、各機器に定

められた操作手順書又は指示書によって、機器管理者が指定

する作業手順に従わなければならない。ただし、機器利用に

おいて異常を認めたときは、作業手順にかかわらず、直ちに

当該機器の操作を中止するとともに、機器管理者に連絡しな

ければならない。 

３ 自己測定を希望する利用者は、原則として大学連携研究

設備ネットワークを通じて機器の予約を行うものとする。た

だし、甲と別に契約がある場合は、この限りではない。 

４ 自己測定に必要な講習会及び機器利用等の予約について

は、機器管理者が許可する日時及び時間帯でのみ利用できる

ものとする。また、機器管理者が各機器において個別に定め

（自己測定の利用条件） 

第４条 自己測定を希望する学外利用者本人は、学外利用担

当者が機器ごとに実施する講習会又は利用資格試験の少なく

とも一方を 受講し、学外利用担当者から利用許諾を受ける

ものとする。 

２ 学外利用者本人が自己測定を遂行するにあたっては、各

機器に定められた操作手順書又は指示書によって、学外利用

担当者が指定する作業手順に従わなければならない。ただ

し、機器利用において異常を認めたときは、作業手順にかか

わらず、直ちに当該機器の操作を中止するとともに、学外利

用担当者に連絡しなければならない。 

３ 自己測定を希望する学外利用者本人は、原則として大学

連携研究設備ネットワークを通じて機器の予約を行うものと

する。ただし、甲と別に契約がある場合は、この限りではな

い。 

４ 自己測定に必要な講習会及び機器利用等の予約について

は、学外利用担当者が許可する日時及び時間帯でのみ利用で

 



た一定期間内の時間上限を超える予約はできないものとす

る。 

５  自己測定利用者は、機器管理者の指定した場所以外に許

可なく立入ることはできない。 

 

きるものとする。また、学外利用担当者が各機器において個

別に定めた一定期間内の時間上限を超える予約はできないも

のとする。 

５  自己測定の学外利用者本人は、学外利用担当者の指定し

た場所以外に許可なく立入ることはできない。 

（依頼測定の手続） 

第５条 依頼測定は、機器管理者が申請書の範囲に従って行

うものとする。 

２  利用者が依頼測定の立ち合いを行う場合は、機器管理者

の指定した場所以外に許可なく立入ることはできない。 

３ 依頼測定は、甲が発行する報告書を乙が受領することで

完了したものとみなす。 

４ 機器の不測の故障、機器管理者の急病又は天災等やむを

得ない事由が生じた場合などにより予定期日内に測定できな

くなった場合には、測定の延期又は中止について甲及び乙で

協議し決定する。 

 

（依頼測定の手続） 

第５条 依頼測定は、学外利用担当者が申請書の範囲に従っ

て行うものとする。 

２  学外利用者本人が依頼測定の立ち合いを行う場合は、学

外利用担当者の指定した場所以外に許可なく立入ることはで

きない。 

３ 依頼測定は、甲が発行する報告書を学外利用者が受領す

ることで完了したものとみなす。 

４ 機器の不測の故障、学外利用担当者の急病、又は天災等

やむを得ない事由が生じた場合などにより予定期日内に測定

できなくなった場合には、測定の延期又は中止について甲及

び学外利用者で協議し決定する。 

 

 

（試料の提供・破棄） 

第６条 乙は、測定等に必要な対象物及び申請書に記載した

希望物品等（以下「試料」という。）を甲に持込又は提供す

ることができる。ただし、次の各号に該当する場合を除く。 

(1)～(3) 略 

 

２ 略 

３ 当該の機器管理者は、測定等に用いた試料、測定等の為

に調製した試料又は残余試料について、乙との協議により破

棄又は乙へ返還する。 

（試料の提供・破棄） 

第６条 学外利用者は、測定等に必要な対象物及び申請書に

記載した希望物品等（以下「試料」という。）を甲に持込又

は提供することができる。ただし、次の各号に該当する場合

を除く。 

(1)～(3) 略 

２ 略 

３ 当該の学外利用担当者は、測定等に用いた試料、測定等

の為に調製した試料、又は残余試料について、当該学外利用

者との協議により破棄又は学外利用者へ返還する。 

 



  

（対価） 

第７条 甲は、機器利用に必要となる対価の見積又は価格表

（以下「見積等」という。）を乙に提示し、対価の支払いに

ついて双方が合意した上で機器利用を行う。 

 

２ 乙は、指定期間ごとに集計された利用実績に基づき、そ

の対価を支払うものとする。 

３ 機器利用の途中で見積等が変更となる場合、甲は、変更

した見積等を提示し、乙と合意の上で機器利用を行う。 

 

 

４ 前項に該当する場合を除き、依頼測定利用者の指示によ

り、機器利用を途中で中止した場合、甲はその時点までに発

生した対価について見積等を超えない範囲で提示し、乙はそ

の対価を甲に支払うものとする。 

５ 機器利用が完了した後、甲がそのデータ等に対し不備又

は誤りがあったと認めた場合、甲は、乙と協議の上、機器利

用の再実施を行うものとする。 

６ 前項の機器利用が何らかの理由によって再実施できない

場合、甲は、機器利用の対価を限度として賠償に応じるもの

とする。 

７ 機器利用が完了した後、乙の要望により機器利用の再実

施をする場合は、本条の各規定にかかわらず、乙は、再実施

に係る対価を別途甲に支払うものとする。 

 

（対価） 

第７条 甲は、自己測定又は依頼測定に必要となる対価の見

積又は価格表（以下「見積等」という。）を乙に提示し、対

価の支払いについて双方が合意した上で測定を行う。 

 

 

２ 測定の途中で見積等が変更となる場合、甲は変更した見

積等を提示し、乙と合意の上で測定を行う。 

３ 乙は、指定期間の間で集計された利用実績に基づき、そ

の対価を支払うものとする。 

４ 依頼測定の学外利用者の指示により、分析業務の途中で

測定を中止した場合、甲はその時点までに発生した対価につ

いて見積等を超えない範囲で提示し、当該学外利用者はその

対価を甲に支払うものとする。 

 

 

 

 

 

 

旧３項を２項へ

移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

対価に係るもの

のため旧第 11

条から第 7条5

～7項へ移動 

（秘密保持） 

第８条 甲及び乙は、機器利用において相手側から開示され

（秘密保持） 

第８条 甲及び乙は、機器利用において相手側から開示され

 



る情報及び業務遂行上知りえた相手側の技術上・学問上・業

務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）について別

途契約による相手側の同意なしに、第三者に開示・漏えいし

てはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は除

く。 

(1) ～(4)略  

 

 

 

２ 自己測定によって得られたデータ等に含まれる秘密情報

は、乙が管理又は破棄するものとし、甲はその責務を負わな

いものとする。 

３ 甲が依頼測定により得たデータ等に含まれる秘密情報を

乙に提供した場合、その情報は乙に限り、甲の同意なしに第

三者へ公開することができる。 

 

 

 

４ 甲は、依頼測定の乙から提供された試料について、依頼

の範囲を超える分析をしないものとする。 

 

 

 

５ 法令の規定に基づいて開示を要求された秘密情報におい

ては、当該機関への開示に限り第 1項の規定に違反しないも

のとする。 

６ 甲及び乙は、秘密情報を機器利用の目的のみに使用する

ものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的

る情報及び業務遂行上知りえた相手側の技術上・学問上・業

務上の一切の情報のうち、開示の際に秘密である旨の表示が

書面で明確になされたもの、又は開示の際に秘密である旨の

表示が書面以外で示され、開示後30日以内に相手方に対して

開示内容が書面で通知されたもの（以下「秘密情報」とい

う。）について、書面による相手側の事前の同意なしに、第

三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、次の各号の一

に該当する場合は除く。 

(1) ～(4)略  

２ 学外利用者による自己測定によって得られたデータ等に

含まれる秘密情報は、当該学外利用者自らが管理又は破棄す

るものとし、甲はその責務を負わないものとする。 

３ 甲が依頼測定により得たデータ等に含まれる秘密情報を

乙に提供した場合、その情報は乙に限り、甲の同意なしに第

三者へ公開することができる。 

４ 甲又は乙が本条第2項及び第 3項で定めのない秘密情報

の破棄を書面にて依頼する場合、両者はそれに従うものとす

る。 

５ 甲は、依頼測定の乙から提供された試料について、依頼

の範囲を超える分析をしないものとする。 

６ 依頼測定による試料作製によって、その試料が秘密情報

を有する場合は、第6条の規定にかかわらず、乙による事前

の同意の下、乙がその試料を破棄することができる。 

７ 法令の命令に従って開示を要求された秘密情報において

は、当該機関への開示に限り第1項の規定に違反しないもの

とする。 

８ 甲及び乙は、秘密情報を機器利用の目的のみに使用する

ものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的



のために使用してはならないものとする。 

 

のために使用してはならないものとする。 

（測定結果の保管） 

第９条 甲は、報告書を乙に引き渡した時点をもって、測定

結果の情報を保管せず、これを破棄できるものとする。ただ

し、第8条により別途に秘密保持契約を締結している場合を

除く。 

 

（測定結果の保管） 

第９条 甲は、報告書を乙に引き渡した時点をもって、測定

結果の情報を保管せず、これを破棄できるものとする。ただ

し、乙が一定期間のデータ等の保管を書面にて依頼する場

合、甲は1年間を限度にそれを保管することができる。 

２ 前項で乙が保管を依頼した場合に、電子機器の破損等に

よる不測の事態又はデータ等の再現手順の不一致によってデ

ータ等が復旧できなくなった場合、甲は一切の保証をしない

ものとする。 

 

 

保管規定を失く

し原則破棄とな

るように改正 

（損害賠償責任） 

第１０条 乙は、甲の機器又は建物等を滅失し、き損し、又

は汚染したときは、その損害を賠償する責任を負う。ただ

し、自己測定利用者が第 4条第2項で定義する機器利用を適

正に行っていた場合を除く。 

２ 機器の不測の故障、天災等やむを得ない事由による測定

の延期又は中止により乙に損害が生じた場合、乙は、甲にそ

の損害を請求しないものとする。 

 

（損害賠償責任） 

第１０条 乙は、甲の機器又は建物等を滅失、き損し、又は

汚染したときは、その損害を賠償する責任を負う。ただし、

自己測定利用者が第4条第2項で定義する機器利用を適正に

行っていた場合を除く。 

２ 機器の不測の故障、天災等やむを得ない事由による測定

の延期又は中止により乙に損害が生じた場合、乙は甲にその

損害を請求しないものとする。 

 

（保証責任） 

第１１条 甲及び乙は、自らが提供する情報や試料の性能・

品質・効果・評価結果等に関し、理由の如何を問わず、技術

上・経済上・その他一切の事項についての保証責任を負わな

いものとする。 

 

（保証責任） 

第１１条 甲及び学外利用者は、自らが提供する情報や試料

の性能・品質・効果・評価結果等に関し、理由の如何を問わ

ず、技術上・経済上・その他一切の事項についての保証責任

を負わないものとする。 

２ 甲が機器利用によって得られたデータ等に対し不備又は

誤りがあったと認めた場合、甲は学外利用者と協議の上、機

 

 

 

 

 

2～4項は新第 7

条へ移動 



器利用の再実施を行うものとする。 

３ 前項の機器利用が何らかの理由によって再実施できない

場合、機器利用の対価を限度として甲が賠償に応じるものと

する。 

４ 学外利用者の要望により機器利用の再実施をする場合

は、本条の各規定にかかわらず、学外利用者が再実施に係る

対価を別途甲に支払うものとする。 

 

（輸出管理） 

第１２条 乙は、機器利用によって得られたデータ及び報告

書等を利用するにあたり、「外国為替及び外国貿易法（昭和

24年法律第228号）」及びこれに関連する政省令等を遵守す

るものとする。 

２～４ 略 

 

（輸出管理） 

第１２条 乙は、機器利用によって得られたデータ及び報告

書等を利用するにあたり、「外国為替及び外国貿易法   

    」及びこれに関連する政省令等を遵守するものとす

る。 

２～４ 略 

 

 

（利用の停止） 

第１３条 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当

該利用者の機器利用を停止することができる。 

(1)本約款第4条各項及び第 12条各項の禁止事項に違反があ

った場合 

(2)機器利用の対価及び損害賠償の支払において遅滞があっ

た場合 

(3)その他、センター長が機器利用について不適切と判断し

た場合 

 

（利用の停止） 

第１３条 甲は 以下の各号のいずれかに該当する場合、当

該学外利用者の機器利用を停止することができる。 

(1)本約款第4条各項及び第12条各項の禁止事項に違反があ

った学外利用者。 

(2)機器利用の対価及び損害賠償の支払において遅滞があった

学外利用者。 

(3)その他、センター長が機器利用について不適切と判断した

学外利用者。 

利用の対価や損

害賠償を支払う

のは利用者では

なく「乙（事業

所）」としてい

るため「場合」

へ改正 

（約款の改定） 

第１４条 甲は、本約款を随時改定できるものとする。 

２ 甲は、約款の改定前に変更の旨の掲示を行うものとす

（有効期間） 

第１４条 本約款の有効期間は、甲の承諾日から 3年までと

する。ただし、甲及び乙が合意したときは､必要な期間これ

約款は常に更新

されるもののた

め改正 



る。 

３ 改定後の約款は、改定日以降に締結又は更新された契約

に対して適用するものとする。 

 

を短縮又は延長することができる。なお、第 12条については

有効期間を設けないものとする。 

（協議） 

第１５条 略 

（協議） 

第１５条 略 
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